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■
地
域
医
療
連
携
が
重
要
な
遠
隔
医
療

　

一
九
九
〇
年
代
半
ば
ご
ろ
か
ら
、
情
報
通
信
技
術
の
急
速
な
発
展

と
価
格
低
下
に
と
も
な
い
、
国
内
で
の
遠
隔
医
療
に
関
す
る
研
究
が

加
速
し
た
。
並
行
し
て
規
制
緩
和
や
制
度
整
備
も
進
ん
だ
こ
と
で
、

遠
隔
医
療
は
次
第
に
広
が
っ
て
き
た
。
平
成
三
〇
年
に
は
「
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
指
針
」
の
策
定
や
、
基
本
診
療

料
と
し
て
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
」
が
新
設
さ
れ
る
な
ど
、
近
年
、

こ
れ
ら
長
年
の
蓄
積
を
土
台
と
し
た
制
度
上
の
変
化
が
起
き
て
い
る
。

社
会
的
に
注
目
さ
れ
、
離
島
や
へ
き
地
（
以
下
、
離
島
な
ど
）
で
の
ニ

ー
ズ
も
高
い
遠
隔
医
療
で
は
あ
る
が
、
個
々
の
医
療
機
関
の
努
力
だ

け
で
展
開
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
地
域
の
各
医
療

機
関
と
の
連
携
、
各
種
医
療
制
度
の
さ
ら
な
る
整
備
が
欠
か
せ
ず
、

医
療
従
事
者
に
限
ら
ず
行
政
や
住
民
も
含
め
て
、
多
く
の
関
係
者
が

遠
隔
医
療
の
諸
相
に
関
す
る
知
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
医
師
と
患
者
の
テ
レ
ビ
電
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
、

診
療
画
像
を
高
速
な
通
信
サ
ー
ビ
ス
で
送
受
信
す
る
こ
と
で
、
島
に

住
む
通
院
が
困
難
な
患
者
の
診
察
機
会
の
向
上
、
専
門
医
が
少
な
い

地
域
で
の
高
水
準
の
医
療
提
供
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

現
在
、
も
っ
と
も
普
及
し
て
い
る
遠
隔
医
療
の
手
法
は
、
専
門
医

が
い
な
い
病
院
（
診
療
所
）
で
撮
影
し
た
Ｃ
Ｔ
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ
な
ど
の
画
像

を
専
門
病
院
に
伝
送
し
、
診
断
報
告
を
得
る
遠
隔
画
像
診
断
で
、
地

域
の
医
療
機
関
同
士
の
連
携
の
代
表
的
事
例
と
い
え
る
。
ま
た
、
遠

隔
で
外
来
診
察
を
行
な
う
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
大
流
行
に
と
も
な
う
規
則
緩
和
で
、
大
幅
に
実
施
件

数
が
伸
び
て
い
る
。
離
島
だ
け
で
な
く
、
都
市
部
で
も
在
宅
医
療
、

難
病
患
者
を
対
象
に
し
た
感
染
リ
ス
ク
の
少
な
い
診
察
手
法
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
重
度
慢
性
疾
患
患
者
向
け
の
心
臓

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
な
ど
の
遠
隔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
も
広
く
実
践
さ
れ

て
い
る
。
遠
隔
医
療
を
進
め
る
上
で
は
、
遠
隔
画
像
診
断
を
依
頼
し

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
遠
隔
医
療
協
会　

長
谷
川 

高
志

遠
隔
医
療
の
変
遷
と
離
島
で
の
活
用

◦コラム◦
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○
医
師
法
、
医
療
法
、
指
針

　

テ
レ
ビ
電
話
な
ど
を
介
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
医
師
と
患
者

が
直
接
に
対
面
し
な
い
の
で
、
医
師
法
二
〇
条
（
無
診
察
診
療
禁
止
の

条
項
）
に
抵
触
し
違
法
と
考
え
ら
れ
、
以
下
の
厳
し
い
評
価
を
受
け

続
け
て
き
た
。

 

① （
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
）
診
断
能
力
が
低
い
た
め
、
慢
性
的
疾
患
の
管

理
に
適
用
対
象
を
限
り
、
適
用
地
域
も
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
医

療
提
供
体
制
の
中
の
位
置
づ
け
も
明
確
で
な
い
。

た
病
院
が
、
診
断
報
告
を
得
て
も
自
院
で
治
療
で
き
な
い
場
合
に
他

施
設
へ
紹
介
す
る
な
ど
、
地
域
医
療
連
携
の
事
前
調
整
が
重
要
で
あ

る
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
テ
レ
ビ
電
話
に
よ
る
「
視
診
」
と
「
問
診
」

が
お
も
な
手
段
と
な
り
、
触
診
や
血
液
検
査
な
ど
が
で
き
な
い
た
め

診
断
能
力
が
低
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
注
射
や
投
薬
も
で
き

ず
、
発
熱
や
腹
痛
、
嘔
吐
な
ど
の
急
性
期
症
状
の
初
診
な
ど
に
用
い

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
課
題
も
あ
る
。
一
方
、
経
過
観
察
や

服
薬
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
生
活
指
導
な
ど
の
継
続
的
治
療
に
活

用
す
る
こ
と
で
、
通
院
負
担
が
重
い
患
者
の
治
療
や
服
薬
の
継
続
に

よ
る
体
調
の
維
持
な
ど
が
期
待
で
き
る
。

■
法
や
制
度
の
変
遷

　

医
療
行
為
は
、
法
的
に
認
め
ら
れ
た
方
法
で
安
全
に
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、「
医
師
の
診
療
行
為
に
関
す
る
法
律（
医
師
法
）」や「
医

療
機
関
の
運
営
に
関
す
る
法
律（
医
療
法
）」の
管
理
下
に
あ
る
。
ま
た
、

医
療
費
の
負
担
を
社
会
で
支
え
る
診
療
報
酬
制
度
（
註
１
）
も
整
備

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
制
度
は
、
一
つ
の
医
療
機
関
内
で
完
結
す

る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
を
前
提
に
設
計
さ
れ
て
い
る
が
、
遠
隔
医

療
は
そ
の
前
提
に
収
ま
ら
な
い
新
し
い
医
療
提
供
手
段
で
あ
る
。
複

数
の
医
療
機
関
に
ま
た
が
る
責
任
と
負
担
の
配
分
が
必
要
で
あ
り
、

遠
隔
診
断
能
力
の
限
界
を
勘
案
し
た
適
切
な
活
用
範
囲
・
対
象
の
明

示
な
ど
、
安
全
な
運
用
に
向
け
た
制
度
の
継
続
的
な
見
直
し
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
一
例
を
あ
げ
た
い
。

特集　島から考える日本・Ⅵ

■遠隔画像診断とオンライン診療のイメージ

遠隔画像診断

地域の病院

◯◯病です。
治療方針は…

専門医

医師 患者

オンライン診療
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料
の
新
設
に
と
も
な
い
医
学
管
理
料
の
加
算
な
ど
の
条
件
が
整
理
さ

れ
、
制
度
の
整
備
が
進
ん
だ
。
こ
の
制
度
改
革
も
、
医
師
法
と
同
じ

く
規
制
改
革
の
中
で
行
な
わ
れ
、「
遠
隔
医
療
は
規
制
緩
和
に
よ
り

大
き
く
前
進
す
る
」
と
、
社
会
に
印
象
づ
け
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
の
新
設
に
と
も
な
う
制
度

整
備
は
、
対
象
疾
患
の
制
約
が
な
か
っ
た
再
診
料
に
つ
い
て
「
質
を

保
証
で
き
る
対
象
疾
患
」「
患
者
居
住
地
と
医
療
機
関
の
距
離
」
な
ど

の
制
約
強
化
に
つ
な
が
り
、
実
施
件
数
の
伸
び
悩
み
に
つ
な
が
っ
た
。

　

ま
た
、
離
島
な
ど
の
医
療
機
関
の
休
診
な
ど
に
対
し
て
、
他
の
医

療
機
関
か
ら
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
代
診
が
認
め
ら
れ
な
い
な
ど
、
制

度
が
現
実
の
ニ
ー
ズ
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
状
況
も
み
ら
れ
る
。
令

和
二
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
で
は
、
離
島
な
ど
で
の
条
件
緩
和
や
遠

隔
連
携
診
療
料
の
新
設
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
さ
ら
な
る
改
善
が
不
可

欠
で
あ
ろ
う
。

　

診
療
報
酬
制
度
は
、
国
内
す
べ
て
の
地
域
で
の
平
等
な
運
用
が
理

念
に
あ
り
、
地
域
格
差
の
緩
和
を
進
め
に
く
く
改
定
に
時
間
を
要
す

る
。
地
域
ご
と
の
課
題
の
早
期
改
善
に
は
、「
地
域
医
療
介
護
総
合

確
保
基
金
（
註
２
）」
の
柔
軟
な
活
用
な
ど
を
取
り
入
れ
、
実
態
に
即

し
た
改
善
策
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

■
離
島
の
実
情
に
即
し
た
活
用
を

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
の
実
施
状
況
は
一
変
し
た
。
厚
生
労
働
省
は
、
医
師
法
や
診
療

報
酬
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
運
用
に
つ
い
て
時
限
的
な
変
更
・
追
加
を

② 

触
診
と
比
較
し
誤
診
の
リ
ス
ク
が
高
く
、
脱
法
的
診
療
行
為
な
ど

の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
も
懸
念
さ
れ
る
。
不
適
切
な
診
療
手
法
で
地

域
医
療
提
供
体
制
を
毀
損
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
諸
研
究
に
よ
り
適
切
な
対
象
や
質
を
保
つ
運
用
手
段
が

次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、
医
師
法
に
お
け
る
適
用
対
象
の
解
釈
も
次

第
に
緩
和
さ
れ
、
平
成
三
〇
年
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実

施
に
関
す
る
指
針
」
と
し
て
結
実
し
た
。
た
だ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
は
ま
だ
未
成
熟
で
あ
り
、
今
後
の
発
展
に
対
応
し
た
法
的
扱
い
の

見
直
し
が
欠
か
せ
ず
、
検
討
会
は
継
続
し
て
い
る
。

　

医
師
法
の
解
釈
の
変
遷
（
規
制
緩
和
）
は
、「
遠
隔
医
療
が
旧
弊
な

規
制
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
」
と
、
社
会
に
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
が

大
き
い
。
離
島
な
ど
は
、
研
究
初
期
か
ら
遠
隔
医
療
を
実
施
す
る
適

切
な
対
象
と
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
地
域
で
も
適
用
が

認
め
ら
れ
た
。
現
在
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
で
可
能
な
初
診
の
範
囲

の
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
か
か
り
つ
け
医
な
ど
に
よ
り
実
施
前

の
情
報
が
あ
り
、
医
師
が
可
能
と
認
め
た
場
合
」
な
ど
の
必
要
条
件

の
整
理
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

○
診
療
報
酬

　

遠
隔
医
療
の
診
療
報
酬
に
は
、
遠
隔
画
像
診
断
へ
の
画
像
診
断
管

理
加
算
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
へ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
や
医
学
管
理

料
、
心
臓
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
な
ど
へ
の
遠
隔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
加
算
な

ど
が
あ
る
。
以
前
は
再
診
料
（
電
話
な
ど
に
よ
る
再
診
）
お
よ
び
Ｆ
Ａ

Ｘ
処
方
箋
発
行
料
の
み
請
求
可
能
で
あ
っ
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療



63  267  2021.9

は
嵩
む
と
い
う
経
営
面
の
課
題
が
生
じ
て
い
る
。
複
数
の
施
設
で
連

携
す
る
た
め
の
制
度
上
の
課
題
（
医
療
法
等
）、
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
イ

ン
フ
ラ
整
備
の
共
通
化
、
チ
ー
ム
医
療
の
手
順
や
設
備
、
地
域
環
境

（
住
民
意
識
等
）
な
ど
、
検
討
さ
れ
て
い
な
い
課
題
も
山
積
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
の
医
師
不
足
へ
の
人
的
確
保
に
よ
る
改
善
に
対
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
や
遠
隔
医
療
に
過
剰
に
依
存
す
る
リ
ス
ク
も
あ
り
、

手
放
し
に
歓
迎
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
ん
な
中
、
実
態
に
即
し
た
課
題
調
査
や
地
域
で
連
携
し
た
改
善

策
の
ト
ラ
イ
ア
ル
な
ど
、
建
設
的
な
取
り
組
み
が
少
し
ず
つ
進
ん
で

い
る
。〈
良
き
社
会
の
ツ
ー
ル
〉
と
し
て
地
域
医
療
に
携
わ
る
人
々

の
遠
隔
医
療
や
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
活
用
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
を

期
待
し
た
い
。�

■

認
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
で
は
、
①
電
話
等
再
診
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
処
方
箋

に
よ
る
慢
性
疾
患
患
者
の
通
院
無
し
で
の
治
療
と
処
方
、
②
電
話
等

再
診
で
の
医
学
管
理
、
③
初
診
の
許
可
と
初
診
料
算
定
な
ど
、
劇
的

な
変
更
が
な
さ
れ
実
施
施
設
数
や
診
療
件
数
が
増
加
し
た
。
新
型
感

染
症
の
流
行
が
収
束
し
た
後
、
こ
れ
ら
時
限
的
措
置
は
廃
止
さ
れ
る

が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
活
用
と
定
着
の
た
め
に
一
部
の
ル
ー
ル
の

継
続
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
以
前
よ
り
、
離
島
な
ど
は
遠
隔
医
療
の
ニ
ー
ズ
に
適
合

し
た
対
象
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ら
措
置
の
実
施
上
の
制
約
は

少
な
く
恩
恵
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
は
件
数
は

伸
び
悩
ん
で
い
る
。
離
島
な
ど
で
の
運
用
と
し
て
、
山
形
県
飛と
び

島し
ま

な

ど
の
先
駆
的
地
域
は
あ
る
が
、
患
者
数
が
少
な
く
、
設
備
や
人
件
費

特集　島から考える日本・Ⅵ

註1：社会保障制度の一つとして診察や
検査などの医療行為に対して個々に費
用が定められており、そのうち患者が
一定割合を負担し、残額は保険者が支
払う制度。

註2：平成26年度から消費税増収分を活
用して各都道府県に基金を創設し、「効
率的かつ質の高い医療提供体制の構
築」と「地域包括ケアシステムの構築」
のため市町村や事業者などに対する財
政支援を実施している。
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の経験」『日本遠隔医療学会雑誌』9（1）, 
24-26, 2013-05

◦ 原田昌範「へき地医療の推進に向けた
オンライン診療体制の構築についての
研究」（令和2年度厚生労働行政推進調
査事業報告）

慶應義塾大学・大学院にてコンピュ
ータサイエンスについて研究、企業
でソフトウェア開発や遠隔放射線画
像ビジネス、初期の遠隔医療システ
ムの研究に従事。その後、大学に転
じ、東北大学、国際医療福祉大学・大
学院、群馬大学医学部附属病院を経
て、NPO法人日本遠隔医療協会で遠
隔医療の研究に従事。厚生労働省事
業遠隔医療従事者研修などに携わ
る。一般社団法人日本遠隔医療学会
常務理事も務める。

長谷川高志（はせがわ たかし）


